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 令和６年３月 25 日公告に係る「神戸市グループウェア構築・運用保守業務」の入札等につい

ては、入札公告及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書等によるものとする。 

 なお、入札説明書等とは、この入札説明書と次の書類のすべてを指す。 

1）神戸市グループウェア構築・運用保守業務仕様書（以下、「仕様書」という。） 

2）落札者決定基準 

3）提案評価項目 

4）委託契約書案及び神戸市委託契約約款（以下、「委託契約書案」という。） 

5）神戸市情報セキュリティ基本方針（第 5.5版）、同対策基準（第 5.8版）及び情報セキュ

リティ遵守特記事項 

6）意見招請（RFC）意見回答 

7）入札参加申込兼資格確認申請書（様式 1） 

8）委任状（様式 2） 

9）共同事業体結成届出書（様式 3） 

10）再委託申請書（様式 4） 

11）業務実績一覧表（様式 5） 

12）質問票（様式 6） 

13）入札書（様式 7） 

14）内訳書（様式 8） 

15）機能要件回答表（様式 9） 

16）機能説明書（様式 10） 

17）ソフトウェア明細（様式 11） 

18）ハードウェア明細（様式 12） 

19）システム構成図（様式 13） 

20）提案書記載項目対応表（様式 14） 

21）秘密保持誓約書 

 

 

第１ 調達の概要 

１ 件名及び数量 

神戸市グループウェア構築・運用保守業務  一式 

 

２ 業務内容 

   受託者が実施する業務の内容は次のとおりであり、詳細については仕様書を基本とする。 

(1) 次期グループウェア構築及び現行グループウェアからの移行業務 

仕様書に記載する要件にしたがって、次期グループウェアを構築し、現行グループウ

ェアからの安全かつ円滑な移行を行う。 

(2) 運用保守業務 

構築した次期グループウェアが、安全かつ円滑に動作するように、運用保守を行う。 
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３ 契約期間 

契約締結日から令和 11年３月 31日まで（債務負担行為に基づく複数年契約） 

 

４ 履行期間 

(1) 次期グループウェア構築及び現行グループウェアからの移行業務 

契約締結日から令和７年１月 31日まで 

(2) 運用保守業務 

令和７年２月１日から令和 11年３月 31日まで 

 

５ 履行場所 

落札事業者事業所及び神戸市企画調整局デジタル戦略部とする。ただし、書類の納品は

神戸市とする。また、本市との打合せは本市が指定する会議室等とするが、本市が認めた

場合は WEB会議も可能とする。 

 

６ 入札方法 

地方自治法施行令第 167 条の 10 の 2 に定める総合評価一般競争入札により行うため、

入札書及び提案書等（以下「入札書等」という。）を提出すること。入札書には、本委託

業務に要する一切の諸経費を含めた総価を記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当

する額を加算した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額から消費税及び地方消

費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること。 

 

７ 契約に関する業務を担当する部局の名称及び所在地、契約条項を示す場所 

〒650-8570 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神戸市企画調整局デジタル戦略部 ICT業務改革担当（神戸市役所１号館 11階） 

電話： 078-322-6248 FAX: 078-322-6199  

E-mail：ict_innovation◎office.city.kobe.lg.jp 

（E-mailアドレスは、◎を@に変更してください） 

※ 以下、本資料において、神戸市企画調整局デジタル戦略部とあるのは、特に注釈が

ない場合、本項に記載の所在地及び連絡先等をあらわす。 

 

第２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしている単体企業

又は共同事業体であること。 

(1)  令和６年度及び令和７年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。なお、上

記の入札参加資格を有すると認定されていない者は、次のとおり申請を行えば当該審

査を受けることができる。 
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ア 申請先 

神戸市行財政局契約監理課（神戸市役所１号館２階） 

電話： 078-322-5146  

イ 申請に必要な書類の入手方法 

神戸市行財政局契約監理課で市役所開庁日の午前９時から午後５時まで（正午から

午後１時までを除く。）無料で交付する。 

(2)  入札参加資格確認申請の受付期間の最終日から落札決定の日までの間に、神戸市指

名停止基準要綱（平成６年６月 15日市長決定）に基づく指名停止を受けていないこと。 

(3)  経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく

更生手続開始の決定がされている者、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定

に基づく再生計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。 

(4) 実施の公表を開始した日から落札者決定までの間に、神戸市契約事務等からの暴力団

等の排除に関する要綱に基づく除外措置（以下「除外措置」という。）の期間がない者

であること。 

(5) 「神戸市ＩＣＴガバナンス・情報セキュリティ対策支援業務」を受託していない、若

しくは受託している者と資本関係のないこと。 

(6)  単独で対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同事業体（対象業務

を共同して行うことを目的として５社以内の民間事業者により構成される組織をいう。

以下同じ。）として参加することができる。その場合、入札書類提出時までに共同事

業体を構成し、代表者を決め、他の者は構成員として参加するものとする。なお、代

表者は、本市に対して本業務の履行に係るすべての責任を負う。また、共同事業体の

構成員は、上記(1)(2)(3)(4)(5)の要件をすべて満たす必要がある。また、共同事業体

の構成員は、他の共同体の構成員となり、又は、単独で参加することはできない。な

お、共同事業体の代表者及び構成員は、共同事業体の結成に関する届出書を作成し、

提出すること。 

(7)  業務の一部再委託（再々委託を含む。）する場合は、再委託届出書に再委託を行う

業務の内容及び委託予定先を記載し、契約時に本市の承認を求めること。ただし、委

託業務の全部又は大部分についての一括した再委託については認めない。なお、本市

が再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや、再委託先からの

請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはない。 

 

第３ 入札参加資格審査申請の手続き 

１ 入札参加申込関係書類の配布 

ア 配布期間 

令和６年３月 25日（月）から令和６年４月５日（金）午後４時まで 

イ 配布場所 

本市ホームページにおいて配布する。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a08691/20240325_nextgw_rfp.html 

ウ 秘密保持誓約書の提出 
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仕様書の一部には、本市情報資産のセキュリティ事項等が含まれるため、関係書類の

配布を希望する者は、秘密保持誓約書を以下の宛先まで電子メールで提出（PDF形式）

しなければならない（ホームページに様式掲載）。電子メールのタイトルは、「神戸

市グループウェア構築・運用保守業務（秘密保持誓約書）【事業者名】」とすること。 

【提出先】 

神戸市企画調整局デジタル戦略部 ICT業務改革担当 

E-mail：ict_innovation◎office.city.kobe.lg.jp 

（E-mailアドレスは、◎を@に変更してください） 

 

２ 入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

本入札に参加しようとする者は、次により入札参加申込及び入札参加資格の確認申請を

行わなければならない。 

ア 受付期間 

令和６年３月 25日（月）から令和６年４月５日（金）午後４時まで 

イ 提出方法 

電子メールにて PDF形式で提出すること。また、到着確認の電話連絡を行うこと。

【提出先】 

神戸市企画調整局デジタル戦略部 ICT業務改革担当 

E-mail：ict_innovation◎office.city.kobe.lg.jp 

（E-mailアドレスは、◎を@に変更してください） 

ウ 提出書類（各 1部） 

入札に参加しようとするものは次の書類を提出し、必要な資格の審査を受けなけ

ればならない。申請書類はすべて日本語である必要はあるが、外国法人の場合、これ

らに相当するものの正本（外国語のままで可）に、日本語訳添付で可とする。 

① 入札参加申込兼資格確認申請書（様式 1） 

② 神戸市物品等競争入札参加資格認定通知書の写し 

※ 電子入札用 ID及びパスワードについては、見えないように加工すること。 

③ 委任状（代表者又は登録済の受任者以外の者が申請する場合のみ）（様式 2） 

④ 会社概要 任意様式 

⑤ 共同事業体での参加を希望する者は、共同事業体結成届出書（様式 3） 

※ 共同事業体で参加を希望する場合は、①③の書類は代表事業者について、②

④⑤の書類は構成事業者すべてについて提出すること。 

エ 入札参加資格の審査及び通知 

① 入札参加資格は提出された書類により審査し、その結果は令和６年４月 12日（金）

までに入札参加資格審査通知書により通知する。なお、神戸市物品等競争入札参

加資格の審査申請を新たに行う者については、神戸市物品等競争入札参加資格

認定通知書の写しが提出され次第、速やかに通知する。 

② 入札参加資格がないと認定された者には、①の通知書にその理由を付す。 

③ ②の理由を付した①の通知書により通知を受けた者は、その通知を受けた日か
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ら７日以内に、書面（任意様式）により入札参加資格がないと認定した理由の説

明を求めることができる。 

④ ③による理由の説明の請求を受けたときは、その通知を受けた日から７日以内

に書面により回答する。 

オ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の審査結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者

が次のいずれかに該当するときは、当該入札への参加を認めない。 

① 開札日において、入札参加資格の要件を満たさなくなったとき。 

② 提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

 

第４ 入札参加資格・入札説明書等に関する質問及び回答 

入札説明書・仕様書等の内容に関する質問がある場合は、以下の要領にて質問書を提出

すること。 

１ 提出期限 

ア 入札参加資格及び入札説明書（落札者決定基準に関することを除く）に関する質問 

令和６年３月 29日（金）午後４時まで 

イ 仕様書及び落札者決定基準等に関する質問 

令和６年４月５日（金）午後４時まで 

 

２ 提出方法 

質問票（様式 6）に記入して、電子メールにて Excel形式で提出すること。また、到着確

認の電話連絡を行うこと。 

【提出先】 

神戸市企画調整局デジタル戦略部 ICT業務改革担当 

E-mail：ict_innovation◎office.city.kobe.lg.jp 

（E-mailアドレスは、◎を@に変更してください） 

 

３ 電子メールのタイトル 

ア 入札参加資格、入札説明書に関する質問は「（質問）神戸市グループウェア構築・

運用保守業務（資格・説明書）【事業者名】」とすること。 

イ 仕様書、落札者決定基準等に関する質問は「（質問）神戸市グループウェア構築・

運用保守業務（仕様書等）【事業者名】」とすること。 

 

４ 回答の公表 

入札参加資格及び入札説明書（落札者決定基準に関することを除く）に関する質問につ

いては、令和６年４月４日（木）までに随時回答を行うものとする。また、調達仕様書及び

落札者決定基準等に関する質問については、令和６年４月 12日（金）までに、入札参加資

格申請を行った事業者に対し、質問提出期間内に受領した全ての質問内容及び回答を電子

メールにて送信するものとする。 



6 

なお、質問した事業者名は公表しない。また、入札参加資格等に関する質問については、

原則として公表しないものとする。 

 

第５ 入札書・提案書等の提出 

１ 提出書類 

ア 入札書（様式 7） 

代表者又は受任者が記名した原本１部を封筒に入れ、次項イに示す内訳書の原本１

部と併せて封緘すること。封筒は任意のものを使用し、宛名「神戸市長」、入札件

名「神戸市グループウェア構築・運用保守業務」及び入札参加者名を記入すること。 

※入札金額の上限は 173,047千円、うち令和６年度に係る費用の上限金額は 126,840

千円とする（令和６年度の運用保守費用含む）。いずれの上限金額も消費税及び地方

消費税相当額を除く。 

イ 内訳書（様式 8） 

原本１部を入札書と併せて封筒に入れ封緘すること。 

ウ 提案書 

エ 業務実績一覧表（様式 5） 

オ 機能要件回答表（様式 9） 

カ 機能説明書（様式 10） 

キ ソフトウェア明細（様式 11） 

ク ハードウェア明細（様式 12） 

ケ システム構成図（様式 13） 

コ 提案書記載項目対応表（様式 14） 

サ ウ～コの電子データをこの順番で一つの PDFファイルにまとめたもの 

※ ウ～サは、電子メールで提出すること。ウ及びサは PDF形式、その他は Excel形式で

の提出とする。 

 

２ 入札書及び内訳書の記載内容 

本業務の履行に要する総額及び業務ごとの金額を記載すること。なお、内訳書（様式 8  

）に以下の内訳額を記載すること。 

(1) 次期グループウェア構築及び現行グループウェアからの移行業務のうち、 

① グループウェア機能の構築に要する費用 

② チャット機能の構築に要する費用 

③ ①②を除く全体構築・移行業務に要する費用 

(2) 運用保守業務のうち、 

④-1 令和６年度分 

④-2 令和７年～令和 10年度の各年度分 

 

総額のうち、 

(ア)ソフトウェアのライセンス取得費用 
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(イ)ソフトウェアの保守・サポート費用 

(ウ)ソフトウェアのサブスクリプション費用 

 

３ 入札書及び内訳書の提出方法 

ア 持参の場合 

① 提出日時 

令和６年４月 15日（月）から令和６年５月７日（火）まで（市役所開庁日の

午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）。 

事前に担当課に電話連絡のうえ持参すること。 

② 提出場所 

神戸市企画調整局デジタル戦略部 ICT業務改革担当 

イ 郵送の場合 

① 提出期限 

令和６年５月７日（火）正午までに、本市（本庁舎）に到着する文書の直接

窓口である行財政局業務改革課（文書係）に到着していること。事前に担当課

に電話連絡のうえ、書留郵便で送付すること。 

② 提出場所 

神戸市企画調整局デジタル戦略部 ICT業務改革担当 

 

４ 提案書等の提出方法 

ア 提出日時 

令和６年４月 15日（月）から令和６年５月７日（火）午後４時まで 

イ 提出方法 

電子メールにて提出すること。また、到着確認の電話連絡を行うこと。 

【提出先】 

神戸市企画調整局デジタル戦略部 ICT業務改革担当 

E-mail：ict_innovation◎office.city.kobe.lg.jp 

（E-mailアドレスは、◎を@に変更してください） 

 

５ 入札保証金 

神戸市契約規則第７条第２号に基づき、入札保証金は免除とする。 

 

６ 入札の辞退 

入札参加資格の審査結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が入札

を辞退する場合は、入札辞退届（任意様式）を市に提出すること。 

なお、入札を辞退した者が、これを理由として以後の競争入札において、不利益な取扱

いを受けるものではない。 

ア 提出期限 

令和６年４月 30日（火）午後５時まで 
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イ 提出方法 

電子メールにて提出すること。また、到着確認の電話連絡を行うこと。 

【提出先】 

神戸市企画調整局デジタル戦略部 ICT業務改革担当 

E-mail：ict_innovation◎office.city.kobe.lg.jp 

（E-mailアドレスは、◎を@に変更してください） 

 

７ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア 入札書及び提案書等の必要書類が所定の日時を過ぎて到着したとき。 

イ 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。 

ウ 入札書に記名がないとき。 

エ 一つの入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。 

オ 代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。 

カ 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札したとき。 

キ 入札参加資格がない者が入札したとき。なお、入札時点で入札参加資格がない場合

でも、開札日までに入札参加資格を取得すれば、当該入札は有効なものとする。 

ク 本市が指定した様式以外の入札書により入札したとき。 

ケ 鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペンその他訂正の容易な筆記具により入札

書に記入したとき。 

コ 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。 

なお、本市により入札に参加する者に必要な資格があることを確認された者であ

っても、落札者の決定から契約締結までの間において神戸市指名停止基準要綱に

基づく指名停止措置若しくは取引停止取扱要領に基づく取引停止等措置を受けて

いる者等、第２項第１号に掲げる資格のない者に該当した入札は無効とする。その

場合、予定価格の範囲内で定量化審査における「総合評価点」の得点の高い者から

順に契約交渉を行うことがある（地方自治法施行令第 167 条の２に基づく随意契

約）。 

 

８ 提案書作成要領 

ア 調達仕様書に示す本市の要求事項に対し、提案評価項目に示す各項目の記載内容に

基づき、項目順に漏れなく提案書（任意様式）に記載すること。なお、提案書には

ページ番号を記載すること。 

イ 仕様書に示す本市の要求事項に固執することなく、提案者の知識と経験を活用して、

留意事項や指摘点を示すなど、本業務が最大限の成果を上げるための提案を行うこ

と。 

ウ 各項目の記載内容について、調達仕様書に示す要求事項を上回る内容を提案する場

合は、そのポイントが明確に分かるように記載すること。また、本市の要求事項と

相違する内容を提案する場合は、理由を付したうえで、その相違点が明確に分かる
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ように記載すること。 

エ 仕様書に記載されていない項目で、追加の提案を行う場合は、提案書の最後に「追

加提案」として記載すること。なお、提案内容により、追加提案としてではなく既

設項目に含めて評価することがある。 

オ 本市の委託契約約款について、原則として変更は受け入れられないが、条項の付加

及び除外の必要がある場合には、提案書の最後に「委託契約約款の変更」として、

変更案の内容を明示すること。但し、あくまで事業者案の位置づけであり、本市が

変更可否を検討する。 

カ 提案書のページ数は、1部につき 150ページまでとする。表紙及び目次はページ数

に含めない。 (ページ数の下限は、設けない。) 

キ 提案書の説明は、専門用語を多用していない等、分かりやすさ、読みやすさに努め

ること。提案評価項目の項目順になっていない場合などを含め、分かりにくい提案

書は評価できないことがある。 

ク 提案書は、表紙や目次のほか、本文中や各ページのヘッダー・フッターにも社名及

び社名を類推させるロゴ等を一切記載しないこと。 

 

第６ 提案内容説明会（プレゼンテーション及び質疑） 

提案書だけではわかりにくい部分を補足するため、提案内容説明会（以下、「説明会」と

いう。）を実施する。説明会は非公開とし、本市職員及び本市が提案評価の技術支援を委託

しているコンサルティング事業者が参加する予定である。内容は、提案書に関する質疑を

行う予定である。 

この説明会は、提案内容について書面だけではわかりにくい部分を補足するために行う

ものであって、提出済みの提案書に新たな要素を追加、修正することは認めない。また、入

札参加者からの質問も認めない。説明を円滑に行うための資料の配布は認めるが、提案書

と異なり評価時の正式書類としては扱わない。 

なお、説明会に係る費用は、すべて入札参加者の負担とする。また、説明会を辞退するこ

とは可能で、辞退したことで失格になることはないが、説明不足等、評価上の不利益を受

けることがある。 

 

１ 開催日時(予定) 

令和６年５月 22日（水）から令和６年５月 24日（金）の期間で、本市が指定する日時 

 

２ 開催場所 

神戸市役所又はその付近 

 

３ 説明者 

説明については、実際にプロジェクトに携わる者（プロジェクトリーダー及び主たるプ

ロジェクトメンバー）が出席した上で実施すること。 

開催時間、開催場所、機材の使用可否、参加人数の制限及び時間制限等の詳細について
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は、別途通知する。 

 

第７ 提案書に関する質問の送付 

提案内容について分かりにくい部分を補足するため、本市から提案書に関する質問を送

付する。令和６年５月 13 日(月)までに電子メールにより送付するので、令和６年５月 17

日（金）までに回答を行うこと。 

本市からの質問に対し、回答期日までに提出しないことで失格になることはないが、説

明不足等、評価上の不利益を受けることがある。なお、質問への回答書については、提案書

と同様に正式な書類として取り扱うので留意すること。 

 

第８ 落札者の決定 

１ 開札の日時及び場所 

ア 開札日時 

令和６年５月 31日（金）午後２時（予定） 

イ 開札場所 

神戸市企画調整局デジタル戦略部 研修室（神戸市役所 1号館 11階） 

 

２ 開札に関する注意事項 

ア 開札場には、入札者又はその代理人並びに開札の執行者及び開札の執行立会人以外

の者は入場することができない。 

イ 開札場に入場する入札者又はその代理人は、一入札者当たり２人以内にすること。 

ウ 開札に立ち会わない場合は、その旨事前に電話連絡すること。 

エ 入札者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することがで

きない。 

オ 入札者又はその代理人が開札場に入場しようとするとき、身分証明書の提示を求め

る場合がある。また、代理人を入場させる場合においては、開札の立会いに関する

委任状（任意様式）を提出しなければならない。 

カ 入札者又はその代理人は、当該入札に参加した他の入札者の代理人となることはで

きない。 

キ 入札者又はその代理人は、市が特にやむを得ない事情があると認めた場合以外は、

開札終了まで開札場を退場することはできない。 

 

３ 落札者の決定方法 

別添落札者決定基準による。 

 

４ 入札結果の公表 

入札結果(入札者の名称、総合評価点数)は本市のホームページにおいて公表する。 

 

第９ 契約手続き等 
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１ 契約保証金 

契約金額の 10パーセント以上を納付しなければならない。ただし、神戸市契約規則第 25

条の規定により保険会社と契約保証金と同額以上を保証金額とする履行保証保険契約を締

結する場合は、当該保証を証する書面の提出をもって代えることができる。また、過去５

年間において、神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止措置を受けておらず、かつ、過

去２か年の間に国または地方公共団体との間にシステム構築にかかる単件で２億円以上の

契約締結の実績が複数あり、その契約すべてが適正に履行されている場合は契約保証金を

免除する。なお、納付された契約保証金は、本業務の最後の履行確認後、支払を行う際に返

還する。 

 

２ 支払条件 

ア 契約の形態は業務委託契約とし、複数契約への分割は認めない。 

イ 以下のとおり分割して支払う。それぞれの金額は、入札書に記載した該当する金額

とする。ただし、②運用保守に係る費用については、四半期ごとの支払いとする。 

① 次期グループウェア構築、現行グループウェアからの移行及び令和６年度の運用保

守に係る費用は、令和７年３月末の業務完了後に本市が検査した後、一括で支払う。 

② 運用保守業務に係る費用は、各年度の四半期ごとに本市が検査した後に支払う。 

 

３ 契約書 

委託契約書案のとおりとする。 

 

第１０ その他 

１ 応札費用及び提出書類の取り扱い 

ア 当該入札の応募のためにかかる費用は、応札者の負担とする。 

イ 提出された書類は、当該入札の終了後も返還しない（但し、期限までに入札辞退届

が提出された場合は、入札書は返却する。）。また、本市は、これらの書類を神戸

市情報公開条例に基づき、同条例で非公開とされるものを除き、公開することがあ

る。 

ウ 本市は提出書類を、当該入札以外の目的で、入札参加者に無断で使用しない。 

エ 本市が指示する場合を除き、提出書類の変更、差し替え若しくは再提出は認めない。 

オ 提案書の著作権は入札参加者に帰属する。提案内容に含まれる特許権、実用新案権、

意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の利権の対象とな

っているものを使用した結果生じた責任については、入札参加者が負うものとする。 

 

２ 本市からの提示資料の取り扱い 

本市が提供する資料は、当該入札の参加に係る検討以外の目的で使用することはできな

い。 
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３ 苦情の申し立て 

当該入札について苦情のある者は、神戸市特定調達調査委員会（連絡先：神戸市行財政

局契約監理課 電話 078-322-5146）に対して、苦情を申し立てることができる。 

 


